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実施
内容

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

①中山間地域の更なる移動手段の確保と利用促進策の実施
　（１）　スクールバスの空き時間活用（公共ライドシェア）
　（２）　乗合タクシー２か月運賃無料
　（３）　車体ラッピング
②かなちゃんパス購入費助成の実施

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

○原案を一部修正し、承認する。

事業効果
総合計画との関連

事業効果
①　乗合タクシー利用者数の増加

②　高齢者の外出増加

効果測定指標
①乗合タクシー利用登録者数の増加割合（前年度比）

②かなちゃんパス購入費助成利用者数
施策番号

22
８

R７ R８ R９

事業効果
年度目標

① 20％
② 13,300人

① 10％

（様式１）

事 案 調 書 戦 略 会 議
審議日 令和８ 1 19

年度

年度

案 件 名 （仮称）移動支援パッケージの実施について

健康福祉
局
区

地域包括ケア推進 部 高齢・障害者福祉
地域包括ケア推進 課 担当者 内線

事案概要

　中山間地域では、令和９年３月末までに一部の路線を除きバス路線の廃止が予定されており、バスに代わる交通モードへの再
編に向け、庁内横断的に取り組んでいる。１０月から乗合タクシーの実証運行を開始したが、一部のエリアや時間帯で輸送力が不
足しているほか、地域の輸送資源を活用しきれていない状況があることに加え、観光シーズンにおける一時的に急増する移動需
要への対応に課題がある。
　また、高齢者については、物価高騰等により外出控えの傾向にあり、社会から孤立しないよう外出促進や社会参加を支援する必
要があることから、複数の施策をパッケージ化して対応するもの

審議事項

【

★

○「調整会議」、「決定会議」、「戦略会議」の別及び「審議日」をプルダウンから選択してください。

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面、定性面）

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケジュール／事業経費・財源／必要人工

事業実施

ラッピング車両運行
デザイン

立案

制度設計

事業者調整
実証運行 本格運行

周知

スクール

バス活用

運賃無料

車体ラッピング

かなちゃん

パス

制度設計

事業者調整
モデル事業

実施
本格実施

審
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事
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議

事

項

②

1 / 6 ページ



決定会議(R8.1） 資料を一部修正のうえ、原案のとおり戦略会議に付議。

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

関係課長打合せ会議 実施について了承。調整会議に付議。
調整会議(R7.12） 原案のとおり決定会議に付議。

報道への情報提供

備　　考

資料のカラーユニバーサルデザイン確認済み

日程等
調整事項

条例等の調整 要綱 制定あり 議会提案時期

パブリックコメント なし 時期 議会への情報提供

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

〇

〇

〇

必要な人工 C=A-B 1 1 1 1 1 1 1

局内で捻出する人工※ B

R1１ R１２ R1３

実施に係る人工 A 1 1 1 1 1

項目 R７ R８ R９ R１０

1 1

捻出する財源概要
かなちゃんパス購入助成については、R8については、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付
金を用いてモデル事業として実施

税源涵養
（事業の税収効果）

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

426,368 426,368 426,368

元利償還金（交付税措置分を除く）

一般財源拠出見込額 0 37,465 426,368 426,368

捻出する財源※２

うち任意分

一般財源 0 37,465 426,368 426,368 426,368

その他

426,368 426,368

特
財

地方債

国、県支出金 399,168

うち任意分

事業費（土木費） 436,633 426,368 426,368 426,368 426,368 426,368

〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３ ○事業経費・財源

○必要人工

○本件事業が関連するＳＤＧｓのゴールに「○」を付してください。
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（庁議結果）

【スクールバスの空き時間活用について】
○（マーケティング課長）当該地域には、宿泊施設の送迎車や病院への送迎車などがあるのではないかと考えるが、スクー
ルバス以外の輸送資源はあるのか。
→（交通政策課長）中山間地域には様々な輸送資源があると考えており、例えば、病院、ゴルフ場、キャンプ場、教習所など
への送迎車などが挙げられる。これらを活用したいと考えているが、今回はすぐに着手できる手段として、行政が保有し
ているスクールバスの活用を提案している。
○（マーケティング課長）今回の提案はスクールバスの空き時間を活用する内容であるが、スクールバスとして運行してい
る時間帯に、子どもたちと乗合をするという方法は検討しているか。
→（学務課長）現在も、佐野川方面から藤野北小まで、上野原の手前の小渕方面から藤野駅までなど、混乗として子どもた
ちとの乗合を実施している区間がある。佐野川方面から藤野北小よりも先のエリアは、神奈中バスが運行しているため実
施していないが、今後の拡充については検討している。
○（財政課長）審議事項①和田～藤野駅間は、平日日中に乗合タクシーを運行していないのか。
→（交通政策課長）本年１０月から、和田～藤野駅間はタクシー車両の乗合タクシーを運行しており、９時以降の日中はカ
バーできているが、土日の増大する需要に対応するため、今回の提案であるスクールバスの活用でカバーするものであ
る。
○（総務法制課総括副主幹）神奈中路線廃止に伴って、スクールバスでもカバーできないエリアはあるのか。
→（交通政策課長）バス路線が撤退するエリアは、本年１０月から、ほぼすべて乗合タクシーがカバーしているものの、藤野
から和田の早朝時間帯のみカバーできていない。そこにスクールバスを活用するとともに、乗合タクシーは乗車定員が最
大８人であるため、バスからの転換にあたり、キャパシティの問題を解決するためにスクールバスを活用するものである。

【乗合タクシー運賃無料について】
○（財政課長）本事業を７月に実施する理由は何か。
→（交通政策課長）運賃８００円での運行を予定している登山客用貸切バスの運行期間と重ならないようにするためであ
る。無料期間中は乗合タクシーに利用者が集中すると考えられるため、登山ハイシーズン中の運行期間が終了した後に実
施することを想定している。
〇（財政課長）乗合タクシーの利用者は市内在住・在勤者などに限定しているため、登山客用貸切バスの利用者と完全には
一致しないのではないか。
→（交通政策課長）確かに共存可能ではあるが、市内在住の登山客が無料の乗合タクシーに集中することも避けたいと考
えている。
○（総務法制課総括副主幹）乗合タクシー運賃無料事業の間、移動需要と利用目的に関するようなアンケートは実施するの
か。
→（交通政策課長）アンケートは実施したいと考えている。また、地域意見の聴取は以前より実施しており、この期間に限ら
ず今後も継続していきたいと考えている。
〇（総務法制課総括副主幹）今後の展開で検討されているものはあるか。
→（交通政策課長）移動需要の把握について、無料にした場合の利用者数は、その地域の最大利用者数になると想定して
いる。そのため、令和９年４月からの本格運行に必要な車両数なども、本事業によって検証することができると考えてい
る。また、利用目的に応じた運行ルートなどもあわせて検証することが可能である。

【車体ラッピングについて】
○（人事・給与課長）デザインを公募するとのことだが、一般市民から広く募るものか。
→（交通政策課長）コミュニティ交通は地域の乗り物という側面もあるため、市民の皆様から幅広くアイディアをいただき、
それを活かして作成したいと考えている。

＜＜次ページあり＞＞

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.12.25 （庁議種類） 調整会議

原案のとおり上部会議に付議する。
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（庁議結果）

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.12.25 （庁議種類） 調整会議

原案のとおり上部会議に付議する。

＜＜つづき＞＞
【かなちゃんパス購入助成制度について】
○（マーケティング課長）説明資料１３ページに利用者数想定２２,０００人とあるが、パーソントリップ調査による「代表的移
動手段がバスの方」の人数との乖離が大きいと感じる。実際の利用者数は、もっと少ないのではないか。
→（健康福祉総務課長）パーソントリップ調査を踏まえれば、さらに少ないだろうと考えている。しかしながら、免許返納者
を含めて対象とすること、また、健康福祉局として、しっかりと利用喚起を行うことから、記載した利用者数想定としてい
る。
→（マーケティング課長）課題として説明のあった外出控え傾向の改善についても、働きかけを行ったうえで使用を促して
いくのか。
→（健康福祉総務課長）そのとおりである。本制度をアピールして、対象者の利用喚起につなげていきたいと考えている。
○（マーケティング課長）販売金額が最も高額な１年券のみではなく、３か月券の導入も検討するなど、購入してもらえるよ
うに工夫いただきたい。
○（財政課長）この金額が執行されるのか疑問である。「代表的な移動手段がバスの方」の割合は全体の４％程度である
が、本事業によって１０％までの増加が見込めるだろうか。
→（健康福祉総務課長）例えば、家族が送迎している方など、助成を受けてバスを利用できるなら転換しても良いと考える
方がいると見込んでいる。
→（地域包括ケア推進課長）加えて厚木市の事例も参考にしている。販売金額などが異なるため参考程度ではあるもの
の、厚木市では、かなちゃん手形の利用者が２０％であったため、その点も加味している。
○（財政課長）かなちゃん手形とパスの違いは何か。
→（地域包括ケア推進課長）本年４月から、かなちゃん手形がかなちゃんパスに変更となっており、販売金額が異なる。ま
た、かなちゃん手形は一回の乗車ごとに１００円の自己負担があったが、かなちゃんパスは販売金額が高くなった分、乗車
時の負担額がない。
○（財政課長）１年券に対する助成制度だが、３か月券や６か月券であれば購入するという方に対しては補助をしないの
か。
→（健康福祉総務課長）今回の提案では１年券としているが、神奈中バスとの調整状況によっては、３か月券、６か月券の
導入についても検討を行う。
○（財政課長）金額は最大限のところをみていると理解しているが、６か月券を２回購入すれば金額は高くなる。本制度を
利用できるのは１回のみか。
→（健康福祉総務課長）１回のみである。２回目以降の購入は助成対象とならない。
○（財政課長）本制度の提案理由として、物価高騰等による外出控えの傾向を挙げているが、重点支援地方交付金を入れ
る余地はあるか。
→（健康福祉総務課長）試験実施であれば十分に余地はあり、政策的判断になると考えている。
○（人事・給与課長）必要人工について、会計年度職員を配置して受付などの対応を行うと聞いているが、何名必要か。
→（健康福祉総務課長）４つの相談課があるため、そこを窓口として受付をする想定で会計年度職員は４名、また、神奈中
との交渉や制度設計を行うための正規職員が１名必要である。本事業を実行するためには、確実に必要となる人員であ
り、今年度からの配置が必須である。
→（人事・給与課長）１年間通して会計年度職員４名の想定か。
→（健康福祉総務課長）事業の実施時期にもよるが、１年間通して４名を想定している。
→（地域包括ケア推進課長）会計年度職員のみではカバーできない時間帯が発生するため、その場合は正規職員が対応す
ることになる。
→（健康福祉総務課長）本来であれば正規職員を要求したいが、現実的ではないため会計年度職員での対応を想定してい
る。いずれにしても、可能な限り通常の窓口業務を担当する職員には負担をかけたくないという思いがある。
→（人事・給与課長）実際の受付件数等にもよるが、可能な限り事務委託を行うよう進めていただきたい。
○（シティプロモーション戦略課長）例えば、川崎市は１か月１,０００円のフリーパスである。本市でも、もう少しインパクトの
ある内容とした方が利用者は増えるのではないか。
→（健康福祉総務課長）助成額が増えれば、市の負担額はかなり大きいものとなる。
○（財政課長）かなちゃんパス購入助成を本格実施とするトリガーは何か。
→（健康福祉総務課長）購入状況によると考える。あまりに少なければ、本格実施はせずに、事業を中止することも検討す
る必要がある。
→（地域包括ケア推進課長）高齢者が積極的に外出できるようにすることが狙いであるため、そのための支援になってい
るかという視点で判断したい。
→（財政課長）アンケートなどを実施する予定はあるのか。
→（健康福祉総務課長）アンケートは実施したいと考えているため、神奈中との交渉が必要である。
○（財政課長）説明資料１３ページに記載の免許返納者１２,０００人の推計は、どのように算出したのか。
→（地域包括ケア推進課長）警察庁が出している毎年の返納者数から、相模原市の割合、男女別返納割合、男女別平均寿
命などを加味して算出したものである。
○（総務法制課総括副主幹）市内の利用実績はどの程度か。
→（健康福祉総務課長）市内の利用実績は不明である。
○（総務法制課総括副主幹）データなどないかもしれないため、感覚を捉える目的の質問であるが、かなちゃんパスを利用
した場合、1回あたりおおよそどの程度の金額で乗車することができるのか。
→（高齢・障害者福祉課長）１回あたりの金額ではないが、最低運賃を２１０円と考え、1年券を助成なしで利用した場合に
は、月１０日以上乗車すれば元が取れるというイメージである。当然、乗る回数により異なり、また、長い距離を乗る方が得
をすることになる。

【移動支援パッケージについて】
○（政策課長）移動支援パッケージの各事業については、本日の意見を踏まえ、制度設計等について再検討し、必要に応じ
て修正を行うよう依頼する。
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（庁議結果）

【審議事項①について】
〇（市長公室長）今回はモデル事業という位置づけということか。
→（交通政策課長）審議事項①の乗合タクシーに関しては、ラッピングは継続していくが、本格運行に向けた庁議は来年度
に諮ることを想定している。
〇（財政局長）スクールバスの拡充についても来年度1年間実施するのか。
→（交通政策課長）1年間実施し、その上で継続性を判断したい。
→（財政局長）1年実施し、改めて庁議に諮り継続性を審議することで承知した。
〇（財政課長）乗合タクシー運賃無料について、主には周知に係る広告経費という認識でよろしいか。
→（交通政策課長）そのとおりである。
〇（総務局長）ドライバーの環境が改善され、路線が復活することはないのか。外国人雇用などは検討されないのか。
→（まちづくり推進部長）運転手を増やす努力はしているものの、増えたとしても中山間地域で廃止となる路線が復活する
ことは難しく、需要の高い路線を増便して利便性の向上を図るのではないか。
〇（政策部長）説明資料５ページにあるライドシェアにおけるスクールバスの活用について、雇用形態はスクールバスの運
転手であり、その先の上乗せ分について事前調整はしているのか。
→（交通政策課長）完全に合意をいただいているものではない。スクールバスの運転手に依頼するのか、地域のドライバー
に依頼するのかなどについては、今年度中に制度設計する。

【審議事項②について】
○（政策課長）かなちゃんパスについて、免許返納者と７０歳以上の高齢者とで、助成割合を同等にした方がよいのではな
いかと市長から意見があった。また、乗合タクシーについて、バス路線がなくなっていく地域については、かなちゃんパス
の助成との公平性を保つために、乗合タクシーの運賃軽減策を検討する必要があるのではないかと、石井副市長から意
見があった。
→（市長公室長）この点について、検討した上で議論したい。まず、かなちゃんパスの助成割合についてはいかがか。
→（地域包括ケア推進部長）確かに３割負担では、本人負担は大きいことから、７０歳以上の負担を一律５割負担に見直し
たい。そうすることで、補助金は原案よりも約３，８００万円減額となる。こちらで修正案を提示させていただきたい。
〇（市長公室長）ただいまの提案を受けて、今回の資料を修正されたい。次に、乗合タクシーについてはいかがか。
→（まちづくり推進部長）かなちゃんパスを持っている方は、乗合タクシーも利用できるようにすることが最良ではないか
と考えている。例えば、青根から乗合タクシーで三ケ木まで向かい、そこから神奈中バスに乗り換えられることは魅力的で
ある。乗合タクシーの料金を調整するのではなく、中山間地域においてもかなちゃんパスの購入を促す方が良いのではな
いかと考えている。ただし、その場合、乗合タクシーのみ利用する方であっても、乗合タクシーにはお金が一切入らなく
なってしまうことは懸念される。もう1点として、中山間地域に限らず旧市域であっても、バス路線がないエリアもある。そ
ういった地域とのバランスをどうするか。他市で今回のような助成を行うと、選択的に補助額と同額程度のタクシーチ
ケットを支援するなどしているところもある。そういうことも検討しなければ公平性が保てなくなるのではないかと考え
ている。
〇（財政局長）かなちゃんパスについて、パーソントリップ調査の結果を見ると、そこまで利用者が増えるのか疑問である。
希望観測をするのはよいが、実際には資料にある人数には届かないのではないか。もう１点、乗合タクシーについては、そ
もそも乗車を促す話なのか。
→（交通政策課長）審議事項１に関しては、利用促進と周知が乗車を促す目的である。かなちゃんパス保有者を乗合タク
シーでも無料にするという話は、中山間地域の高齢者の外出支援として、審議事項２に入れていただくものと考えてい
る。なお、必要に応じて乗合タクシーの実証運行にて協力できる。
〇（財政局長）かなちゃんパスの事務手続は神奈川中央交通株式会社（以下、「神奈中」とする）に依頼するのか。それとも
市が行うのか。
→（高齢・障害者福祉課）神奈中にお願いしたいと考えているが、まだ先方と調整に入れていない。
→（財政局長）資料にある経費には、事務手続費用は含まれているのか。
→（高齢・障害者福祉課）必要経費に含めている。
→（地域包括ケア推進課長）神奈中で事務を一部受けていただき、クーポン券の作成と発送を市で行うが、神奈中で割り
引いた金額で販売してもらい、後ほど市に請求してもらうという形となれば、必要な職員の数を減らすことができるもの
と見込んでいる。
〇（財政局長）継続性についてはいかがか。今回は、重点支援地方交付金を見込んでいるが、その後はどうするのか。昨日
の物価高騰緊急対策本部会議において、石井副市長から、２年間継続するという発言があったと記憶している。今回の審
議は、来年度１年間の実施についてということでよろしいか。
→（地域包括ケア推進部長）本格実施するかどうかを含め、来年度改めて庁議に諮る。

＜＜次ページあり＞＞

（開催日） R8.1.８ （庁議種類） 決定会議

原案のとおり上部会議に付議する。ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

庁議におけるこれまでの議論
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（庁議結果） 原案のとおり上部会議に付議する。ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

＜＜つづき＞＞
〇（財政課長）乗合タクシーにおいてかなちゃんパスの保有者を無償とする案について、市の負担は生じるのか。
→（交通政策課長）乗合タクシーの制度は車両を借り上げることから歳出は変わらない。ただし、歳入が変わる可能性があ
る。
→（財政課長）かなちゃんパスについては、重点支援地方交付金の活用事業としてエントリーしている中で、そちらに乗合
タクシーを組み込んだ場合、歳出はどうするのか。重点支援地方交付金を充当しないということでよろしいか。
→（交通政策課長）そのとおりである。乗合タクシーは、原形予算の範囲内を想定しており、反響が大きかった場合などは、
局内で調整することを想定している。
〇（シビックプライド担当部長）神奈中のホームページを確認すると、かなちゃんパスの対象者は６９歳の誕生日という記
載となっているが、今回の助成対象者は70歳以上としており、１歳ずれが生じないか。また、先ほどのかなちゃんパスを
乗合タクシーでも利用するといった案については、ICカードの利用を踏まえてのものか。
→（交通政策課長）乗合タクシーにおけるかなちゃんパスの利用については、パスモ・スイカの活用となるが、それらにかな
ちゃんパスであるとは記載されないことは課題である。一例ではあるが、健康福祉局でかなちゃんパスの手続を行った方
に対しては、中山間地域の登録証を発行するといったように、ひと手間は生じることを想定している。
→（市長公室長）対象者については、何月何日で何歳といったように基準日を記載すればよいのではないか。
→（シビックプライド担当部長）神奈中の基準に合わせるといった方法もある。
→（健康福祉総務課長）かなちゃんパスは、６９歳の誕生日以降に購入できるものであるが、他市における同様の助成で
も、６９歳となる年度で買おうとするとまだ購入できないといった状況などがあることから、混乱を招くことを懸念してい
る。そのため、７０歳になる年に全員購入できるようにするという整理をさせていただいている。誤解を招かないように
他市でも６９歳という表現を使用せずに、「７０歳以上の方」という表現を使っており、それに合わせている。「４月１日時点
で６９歳以上の方」とすれば、何の問題もないが、４月１日時点という部分を見逃してしまう方がいらっしゃることから、「７
０歳以上」という表現を他市でも使っている。
→（市長公室長）神奈中のオペレーション側の問題ではないのか。
→（健康福祉総務課長）神奈中との折衝にはなるが、例えば６８歳以上にクーポン券を配布してしまうと、すぐ購入しに
行ってしまう方も出てきてしまう。
→（市長公室長）神奈中側の窓口で決めればよい話であり、アナウンスの仕方を考えなければ複雑な話になってしまう。
〇（市長公室長）今後の報道発表なども見据えた上で、スケジュールは整理いただきたい。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R8.1.８ （庁議種類） 決定会議
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（仮称）移動支援パッケージの実施について

令和８年１月１９日

交 通 政 策 課
観 光 政 策 課

学 務 課
高齢・障害者福祉課

地域包括ケア推進課

1

戦略会議



１ 実施の背景と移動支援パッケージ

（生活交通）
乗合タクシー実証運行

① 一部のエリアや時間帯で移動需要に対して供給量が不足している
② 地域の輸送資源が生かされていない
③ 乗合タクシーへの移行が不十分（バスからの転換不足）

複数施策のパッケージ化により課題解決を図る

神奈川中央交通(株)より運転士不足を要因とした路線の統廃合の申出あり
（中山間地域では、令和９年３月末までに三ヶ木〜相模湖駅（２系統）を除くバス路線が廃止）

路線バス利用者の移動手段の確保が必要

（通学）
スクールバスの拡充

（観光客）
登山バス実証運行

・運行上の問題が発生し、11/17（吉野・
与瀬・牧郷）12/1（菅井、篠原・和田）
の減便を伴うダイヤ改正を実施

・藤野駅～和田では９時前の運行ができて
おらず、バスの代替交通が未確保

・バスからの転換の検証が不十分
（10月）1,137人 (9月)1,258人
【根小屋】 (10月)435人 (9月)532人
【内 郷】 (10月)123人 (9月)255人
【吉野・与瀬・牧郷】(10月)137人 (9月)228人
【菅井・篠原・和田】(10月)328人 (9月)243人
【青野原・青根】 (10月)114人 (9月)ー

藤野北小（和田コース）
藤野小 （奥牧野コース）

※藤野地区では６コース運行
（市所有車３台、事業者所有車３台）
・スクールバス車両の空き時間あり

藤野駅～和田（４往復）の実証運行
・３３人乗り中型バス１台での輸送を想

定しており、想定を超えた場合のカ
バー案があると望ましい。

・６月中旬～９月下旬、１月～５月上旬
の間は既存の乗合タクシーのみで観光
客に対応する必要がある。

・和田方面の登山客以外の観光客（やま
なみ温泉等）を乗合タクシーのみで対
応

R7.10～ R8.4～ R8.5上～6中、9下～12の土休日

2

上記以外に、地域に関係なく高齢者の外出控えが課題

審議事項①

審議事項②



3

利用促進策

更なる移動手段確保策

（１）地域の輸送資源の活用方策として
「スクールバスの空き時間活用

（公共ライドシェア）」

（２）乗合タクシーの利用促進（バス利用からの転換）として
「乗合タクシー２か月間運賃無料」

（３）乗合タクシー認知度向上のための
「車体ラッピング」

２ 今回の審議事項①
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東野

和田

乗合タクシー運行エリア

藤野駅

奥牧野
やまなみ温泉

乗合タクシー輸送力の不足エリア

３ 審議事項①(1)スクールバスの空き時間活用（公共ライドシェア）
審議事項①（１）乗合タクシーでカバーできない需要へ対応するため

スクールバスの空き時間活用

賽の神

不足便数現状便数
必要便数
（ワゴン）

最大
需要人数

▲１便
※１

０便１便８人和田～藤野駅

▲２便
※２

４便６便４５人賽の神～藤野駅

－４便３便１８人
やまなみ温泉～

賽の神

－２便２便１２人奥牧野～賽の神

R7.12時点で不足している供給便数 ６：００～９：００

朝の通勤時間帯（６：００～９：００における移動需要）

※１ 和田～藤野駅の移動需要は２～８人 ８人分の輸送力不足
※２ 賽の神～藤野駅の移動需要は４０～４５人 １３人分の輸送力不足

※１

※２



運行形態

公共ライドシェア（自家用有償運送）

※道路運送法第７８条第２号の規定による

運賃（乗合タクシーと同等）

乗合タクシー各種割引きも適用

（ex登録市民割引適用で５００円）

運行区域

藤野駅～和田（神奈中バス路線）

藤野駅～やまなみ温泉～奥牧野（神奈中バス路線）

運行日時

平日 ６時台 各１往復

土休日 ７時～１８時（登山バスの利用状況を踏まえて運行水準を検討）

55

３ 審議事項①（１）スクールバスの空き時間活用（公共ライドシェア）

公共ライドシェアのイメージ

平日

土休日



自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）について
（道路運送法第78条第2号）

◆地方公共団体の主宰する「地域公共交通会議※」等で、関係者間で協議が調った場合に導入

※本市では、「相模原市地域交通活性化協議会」

◆市町村、NPO法人等が実施（タクシー事業者も実施に協力可能）
◆交通空白地有償運送は乗車定員規定なし。

◆運転者の資格要件について、大臣認定講習※の受講が必要

交通空白地※有償運送
（住民等のための「自家用有償旅客運送」）

※交通空白地とは、タクシーが恒常的に30分以内
に配車されない、かつ半径1ｋｍ以内にバス停・駅が
存在しないもの。また、夜間など「時間帯による空
白」も含む。
ただし、地域の実情を踏まえて地域公共交通会議
等で判断することができる。

バス・タクシー事業者のサービス提供が困難な地域
において、地域住民、観光旅客その他の来訪者の
運送を行うもの

【他市の実施実績】
群馬県下仁田町、愛媛県大洲市

※大臣認定講習とは

ライドシェアでドライバーとして働くためには、２

種免許を保有していない場合は、国土交通大臣
が指定する１０時間程度の講習を受講する必要

がある。

【講習内容】
関係法令等に関する講義や運転方法に関する実

技等
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３ 審議事項①（１）スクールバスの空き時間活用（公共ライドシェア）



〇へき地児童生徒援助費補助金に係るスクールバス・ボートの住民の利用に関する承認要
領 ～抜粋～

●市町村がスクールバスを住民利用に供しようとするときは、次に定めるすべての要件に
該当するものとする。
・スクールバスを利用する児童生徒の登下校に支障のないこと
・安全の面で万全を期するよう配慮されていること
・交通機関のない地域等の住民に係る運行であること
・市教育委員会が住民利用に供することを差し支えないと認めたものであること
・県教育委員会が住民利用に供することを差し支えないと認めたものであること

〇道路運送法 ～抜粋～
第七十八条 自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。）は、次に掲げ
る場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

二 市町村、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定
非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光
旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送
（以下「自家用有償旅客運送」という。）を行うとき。

第七十九条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けな
ければならない。
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３ 審議事項①（１）スクールバスの空き時間活用（公共ライドシェア）
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■乗合タクシーの概要

相模原市における路線バスを補完する交通の一つ。
原則として、停留所と運行ダイヤのみを定め、予約のあった停留所間のみ運行する。
中山間地域の交通再編に伴い、令和７年１０月から５地区で運行中。

■事業費の考え方

運行経費－運賃収入＝市負担金額

60,583,479円－2,763,220円＝57,820,259円（Ｒ６実績）
（減少する運賃収入額 2か月 約60万円程度）

■運賃

運賃区域内 一律９００円。ただし、未就学児は無料

＜運行区域図＞

（実施時期：７～８月）
利用登録者は乗車時に登録証を提示することで、運賃を無料とする。
※期間限定の運賃無料について周知するため、パンフレットを該当地域に全戸配布する。

「乗合タクシーの利用促進」、「移動需要と利用目的の把握」

審議事項（２） 利用登録した市民について

乗合タクシー２か月運賃無料

R8年４月に根小
屋地区を三ヶ木
まで延伸予定

４ 審議事項①（２） 乗合タクシー２か月間運賃無料



５ 審議事項①（３）車体ラッピング

■必要コスト

1. 広告効果
車両ラッピングは、移動する広告媒体として非常に効果的であり、人々の目に留まりやすく、目を引くデザインにすることで高い視
認性を得られる。
車両が移動するたびに、多くの人に伝えることができ、潜在的な顧客にアプローチする手段となり得る。
2. コスト効率
他の広告と比較して、車両ラッピングは一度のコストで長期間使用できるため、広告としてのコストパフォーマンスが高い。
（企業広告の導入については、今後検討する）

■車体ラッピングすることで得られる効果

・ラッピング施工委託 ４,５００千円（６台）
・デザイン作成委託 ６６0千円（６台）
・マグネットシート作成委託 １６５千円（スクールバス２台、タクシー１台 各２枚）

合計５,３２５千円

【現行乗合タクシー車両】 【他都市参考】美濃加茂市 １台約８００千円

■目的

これまで乗合タクシーの利用促進策としてチラシの配布や自治会回覧等を、実証運行制度の周知としてパンフレットを津久井・相
模湖・藤野地区の約19，000世帯に全戸配布を行ったが、さらなる認知度向上・利用促進を目的に車両ラッピングを行うもの。
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審議事項（３）乗合タクシーの認知度向上・利用促進のための
車体ラッピング



R9R8R7年度

項目 4～1～310～127～94～6１～３

乗合タクシー
実証運行

観光客対応

公共ライドシェア

スクールバス活用

利用促進

（参考）路線バス
ダイヤ改正等

（和田方面）
登山バス実証運行

登山バス実証運行
（９下～１２上）

実証運行制度設計

見
直
し

本格運行
庁
議

見直し

運行エリア拡
大等の検討

庁
議

登山バス運行

庁

議

本格運行実証運行 実証運行

※（根小屋地区）
三ヶ木バスターミナルへの延伸

見直し

運行内容の見直し検討 本格運行に向けた準備

（５上～６中）

※準備が整い次第運行開始

６ スケジュール
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乗合タクシー運賃無料（７～８月）

ラッピング車両運行（１０月～）
車体ラッピング作業
（デザイン立案）

① 2/上「平日便の減便」（藤野駅～やまなみ温泉・奥牧野、三ヶ木～東野・伏馬田、相模湖駅～藤野駅）
① ② ③ ④ 3/末

② 3/下「路線廃止・運行終了」（[廃止]相模湖駅～高尾山口、八王子駅北口 ）
（[減便]三ヶ木～東野・月夜野 ）

③ 4/上「減便（土休日便含む）」（藤野駅～やまなみ温泉・奥牧野、相模湖駅～藤野駅）
④ 5/中「減便」（和田方面の登山バスの状況を踏まえて減便）

路線撤退
（相模湖駅～三ヶ木２系統を除く）

⑤減便・路線廃止

周知
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７ 必要経費



「かなちゃんパス」の購入助成を実施
「かなちゃんパス」で乗合タクシーの利用も可能とする。
高齢者の外出促進、社会参加を支援し、孤立防止や生きがいづくりにつなげる。

路線バスの利用を下支えし、地域公共交通の維持に寄与する。
自家用車から路線バスへ利用を促し、交通事故防止に取り組む。

物価高騰に伴い、高齢者は節約志向となり外出控え傾向に

・高齢者の生きがいづくりや社会参加の機会の減少⇒孤独・孤立する恐れ
・地域の交通である路線バスの利用者が減少⇒路線が縮小する恐れ

かなちゃんパスについて
69歳以上の方を対象に、定額料金で一定期間、神奈川中央交通の一般路線バス

全線が無料で乗れるフリーパス(ICカード) ※ コミュニティバスも利用可能

発売金額 １年券6か月券3か月券期間
54,000円28,500円15,000円金額

お金がない
足がない

外出
控え

路線
縮小

利用者減少

孤独・孤立
フレイル

８ 移動支援パッケージ② 実施の背景
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助成方法（想定）

クーポン券の全戸配布 or 市窓口での発行等を想定

助成割合 ５割（27,000円、本人負担：27,000円）

※ 月換算 2,250円 初乗りでも月５回往復すればお得!!

利用者数（想定）13,300人

必要経費 399,168千円

補助金 ：359,100千円

その他経費： 40,068千円（クーポン券作成、事務委託、会計年度職員等）

利用対象 乗合タクシーにも利用範囲を拡大（乗合タクシーの利用登録が必要）

バス路線が面的に廃止される中山間地域の高齢者に対しても、外出を支援

利用例）根小屋から橋本へ： 根小屋 - ｰ 中野‐ - 橋本駅 !!無料!!
（乗タク） （バス）

田名からやまなみ温泉へ： 田名- ー ‐ 橋本駅 - - 藤野駅 - -やまなみ温泉 !!電車賃のみ!!
（バス） （電車） （乗タク）

13

９ 審議事項② 「かなちゃんパス」購入費助成制度について

・７０歳以上の高齢者：かなちゃんパス１年券の購入費の一部を助成
（年度内に７０歳になる方）

６９歳以上年齢

161,700人人口
（R.7.10.１現在）

約6,650人代表的移動手段が
バスの方※

＜高齢者の人口等＞

※相模原市総合都市交通計画を基に算出



近隣他市の状況について

横浜市：敬老パス（市営以外含め市内バス路線（一部除く）が無料）を交付

①７５歳以上の免許返納者は返納後3年間敬老パスを無料交付

②７０歳以上の方は所得に応じた負担金（3,200円～20,500円）

川崎市：７０歳以上の方にフリーパス（市営以外含め市内バス路線（一部除く）が無料）を

交付、負担金は1か月：1,000円、12か月：12,000円

厚木市：旧かなちゃん手形（10,800円/年で、1回100円で乗り放題）に7,800円助成

愛川町：旧かなちゃん手形に5,400円助成

清川村：旧かなちゃん手形に7,000円助成

厚木市、愛川町、清川村については、かなちゃんパスへの助成を検討中

スケジュールについて

９ 審議事項② 「かなちゃんパス」購入費助成制度について

R9R8R7年度

項目 4～1～310～127～94～6１～３

かなちゃんパス
購入助成

制度設計

神奈中と調整
モデル事業実施

次年度以降の実施方法等について検討
※準備が整い次第開始

庁
議 本格実施
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報道提供



第１７回 戦略会議 議事録                    （様式４） 

 

○開催日 ：令和８年１月１９日 

○開催場所：第１特別会議室 

 

○案件名：（仮称）移動支援パッケージの実施について 

○担当課：都市建設局 まちづくり推進部 交通政策課 

市長公室 政策部 観光政策課 

教育局 教育環境部 学務課  

健康福祉局 地域包括ケア推進部 高齢・障害者福祉課、地域包括ケア推進課 

 

○出席者 ■：出席 □：欠席 (代）：代理出席 

 

（庁議構成員） 

■市長 ■石井副市長 ■奈良副市長 ■大川副市長 ■教育長 ■市長公室長 

■総務局長 ■財政局長 ■政策部長 ■シビックプライド担当部長 ■財政部長 

■緑区長 ■中央区長 ■南区長  

 

（担当課） 

■都市建設局長 ■まちづくり推進部長 ■都市建設総務課長 ■交通政策課長 

■市長公室長 ■政策部長 ■政策課長 ■観光政策課長 

■教育局長 ■教育環境部長 ■学務課長 

■健康福祉局長 ■地域包括ケア推進部長 ■健康福祉総務課長 ■高齢・障害者福祉課長 

■地域包括ケア推進課長 
 

 

 

(１)主な意見等 

〇(市長)令和９年３月で三ヶ木以西の路線が廃止となるエリアにおいて、乗合タクシーにモデルチェ

ンジすることについて、市民からどのような意見が出ているのか。 

→(都市建設局長)交通政策課を中心に住民説明を行ってきたが、まだ利用方法など不慣れで分かりづ

らいといった意見や運賃が高いといった意見が届いている。 

→(市長)中学生の料金についてはいかがか。 

→(都市建設局長)中学生料金は大人料金と同額であり、負担感についてのご意見はいただいている。 

〇(市長)約１９，０００世帯に対し、乗合タクシーのパンフレットを全戸配布したことで、認知は広

がったのか。現在の登録数について伺いたい。 

→(交通政策課長)プッシュ型で４４０人だったが、現在の登録数は１，９００人ほどである。 

〇(市長)かなちゃんパスの利用対象を乗合タクシーに拡大することは良い話であるが、どれくらいの

乗車を想定しているのか。 

→(都市建設局長)想定としては答えづらいが、当然、旧市域も含めてバス路線網の縮小に対してカバ

ーしていかなければならない。コミュニティ交通のみでは移動が完結するわけではないことから、

かなちゃんパスの利用対象をコミュニティ交通と神奈川中央交通株式会社（以下、「神奈中」とい

う。）の路線バスとの両方にすることで、外出促進を一層効果的につなげられるものと考えており、

この制度を広く行き渡らせていきたい。 

〇(市長)かなちゃんパスについて、神奈中からは６月のアプリ運用期間からの購入を促して欲しいと

いう説明であったが、何か検討しているのか。 

→(健康福祉局長)プッシュ型でどのくらい申し込みがあるか分からないが、神奈中の窓口に申し込み

が集中して混乱を招かないようしたい。それを避けるために、例えば、そのクーポン券の発送期間

をずらすなどの配慮をして欲しいことが打ち合わせで神奈中側から意見があった。また、神奈中は

６月にアプリを導入するため、アプリの方に促してもらえれば、スマホにより登録できることか
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ら、そちらに促してもらいたいとのことであった。しかし、アプリの利用に不慣れな高齢者は多い

と考えており、各区に期間限定でアプリ登録を補助する窓口を設置するなどの対応をしていきた

い。 

〇(市長)かなちゃんパス購入費助成のモデル事業は４月から開始するのではないのか。アプリの運用

開始までの２か月間はどうするのか。 

→(健康福祉局長)クーポン券の印刷や郵送などを見込んでおり、実施開始は７月ぐらいが現実的と考

えている。 

〇(市長)説明資料１４ページには、準備が整い次第開始と記載しているが、４月から６月までは難し

いということか。 

→(健康福祉局長)準備期間が必要となる。 

→(市長)準備が整い次第開始との記載では分かりづらい。モデル事業実施という記載では４月から乗

車が可能となるように見える。７月から開始でも本人負担は２７，０００円に変わりないか。また

想定人数も変わらないか。 

→(健康福祉局長)変わらない。 

〇(市長)想定利用者数はどのように積算しているのか。 

→(健康福祉局長)相模原市総合都市交通計画の中で、６９歳以上で代表的な移動手段がバスの方は６，

６５０人ほどであり、外出支援することでこの人数を倍増させ、想定利用者数の１３，３００人と

した。 

〇(市長)説明資料１３ページに利用対象の例として、「無料」や「電車賃のみ」という記載があるが、

誤った認識を持たせてしまうのではないか。かなちゃんパスの購入者が利用可能だと分かるよう

に工夫していただきたい。 

→(健康福祉局長)承知した。 

→(石井副市長)そもそも利用者はかなちゃんパスを購入しており無料ではない。 

〇(市長)説明資料１４ページに令和９年４月から本格実施となっているが、先ほどの説明の中では検

討するといった話であった。まだ本格実施が確定しておらず令和９年度は一般財源となることな

ど、費用面を含め財政部門や政策部門と調整が必要であり、記載方法は工夫いただきたい。 

→(健康福祉局長)修正する。 

〇(市長)説明資料２ページにある「実施の背景」について、一番上に「運転士不足を要因とした路線

の統廃合の申出あり」とあるが、私が市長になってこれまで最も多い要望が市民の皆さんの移動手

段についてである。中山間地域のみならず、旧市域も含めて要望は多い。運転手不足は１つの要因

ではあるが、市民の要望も多いということを記載いただきたい。 

→(都市建設局長)承知した。 

〇(市長)説明資料４ページのスクールバスを活用した公共ライドシェアについて、新しい考え方を取

り入れた良いものと捉えているが、乗合タクシーエリア以外の区域も対象とするといった検討は

行っているのか。 

→(都市建設局長)現時点では、路線バスの廃止を受けての対応を考えている。停留所の追加について

は要望をいただいており、適宜進めていきたいと考えている。 

〇(市長)説明資料４ページに、令和７年１２月時点で不足している供給便数で６時から９時台が記載

されているが、スクールバスの活用では、６時台しかカバーできないのではないか。 

→(都市建設局長)そのとおりである。基本的には、朝一番の通勤通学需要を拾うための方法と考えて

いる。 

〇(市長)和田から藤野駅、賽の神から藤野駅の不足便数が、１便、２便とのことであるが、実際、６

時で完結できないのではないか。 

→(都市建設局長)その部分は、乗合タクシーの運行が始まるため、不足分は乗合タクシーでカバーす

る。 

→(市長)乗合タクシーの運行は７時台からか。 

→(交通政策課長)和田方面からは、９時前がないという状況であるが、賽の神方面からは６時２０分

が始発便である。 

→(市長)６時から９時という記載方法では、カバーできない方がいるかと思ったが、それは大丈夫か。 
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→(都市建設局長)６時台の便を走らせることで、分散させられると考えている。 

〇(市長)説明資料６ページについて、公共ライドシェアの実施主体として「タクシー事業者も実施に

協力可能」と記載されているが、今回の提案は、スクールバスの委託業者に依頼するのか。また、

この点は国土交通省に確認済であるのか。 

→(都市建設局長)国土交通省と調整している。緑ナンバーの車両を事業者の従業員が運行するという

のは通常の運行形態であるが、自家用有償運送のケースであれば、いわゆる公共団体が保有してい

るような、白ナンバーの車両を使用し、ドライバーをプロである運送事業者に委託することも講習

を受けた２種免許を持たない方が運行することも可能ということで、運行は様々な主体がなり得

るという制度設計である。既にスクールバスの運行事業者と交渉は始めている。そもそもバス車両

の運転ということで、大型免許を保有している方は少ない。 

〇(市長)乗合タクシーの２か月運賃無料期間にどの程度利用者の増加を見込んでいるのか。 

→(都市建設局長)具体的な想定はできていない。バスの利用者に比して登録者がまだ少ないと認識し

ており、３，０００人や４，０００人といった数を目指していきたい。 

〇(市長)説明資料９ページにある車体ラッピングについて、ラッピングの対応ができないのは藤野交

通か。 

→(交通政策課長)津久井交通であり、マグネットシートで対応する。 

〇(市長)デザインはどのようなものをイメージしているのか。統一したデザインの方が良いのではな

いか。 

→(交通政策課長)市民を巻き込んだ形を想定しており、一例ではあるが、美術大学の学生にいくつか

案を出していただき、中山間地域の方々に投票いただきたいと考えている。 

→(市長)デザインは統一するのか。 

→(交通政策課長)統一する。 

〇(市長)乗合タクシーについて、コミュニティバスという言い方をしている地域があり、市民の皆さ

んに覚えていただけるようなネーミングが良い。 

〇(奈良副市長)スクールバスの公共ライドシェアについて、運転手はスクールバスを運転する方とは

別の方にお願いするということでよろしいか。 

→(都市建設局長)別の業務委託として発注する。 

→(奈良副市長)車両のみ借用し、ドライバーは別ということか。 

〇(交通政策課長)現在、ＹＭ交通株式会社にスクールバスの運行を委託しており、朝の１便について

は同じドライバーに依頼したいと考えており、交渉をしている。 

→(奈良副市長)その場合も１０時間程度の大臣認定講習を受講する必要があるのか。 

→(交通政策課長)二種免許保有者のため不要である。 

→(奈良副市長)仮に委託できなかった場合、次の見込みはあるのか。 

→(都市建設局長)運転手の確保は必須であるが、大型免許保有者は少ないため、まずはＹＭ交通株式

会社との調整を最優先に進めている。 

〇(奈良副市長)説明資料１０ページについて、乗合タクシーの車体ラッピングを行う時期は、秋では

なく運賃無料時に施されていた方がインパクトが大きいことから、２か月間の運賃無料期間を目

指して欲しい。また、かなちゃんパスの助成について、来年度の秋頃に改めて本格実施の可否を諮

るということであるが、検証には４月から７月の実績が必要になるのではないか。現状のスケジュ

ール案で検証できるのか疑問である。検証が遅れ、結果的に本格実施の審議が大幅に遅れることも

起こり得るのではないか。なお、かなちゃんパスは１年券を想定しているのか。 

→(健康福祉局長)１年券のみにしたいと考えている。いつ購入してもそこから１年間有効となる。な

お、今回購入いただく方を対象にアンケートを実施したいと考えており、本格実施についての庁議

は１０月を想定しているが、意見を聴取した上でなるべく早く検討したいと考えている。４月から

６月は神奈中と細かい調整があり、神奈中側も６月からのアプリ導入に向け準備を進めている。市

もタイミングを合わせるなど、諸々の調整があることを想定しているが、その他にもクーポン券の

発行や郵送処理等々があり、開始時期は７月となる見込みである。 

〇(奈良副市長)７０歳以上の方がどの程度アプリに対応できるのかは考えなければならない。プッシ

ュ型でやると言っても不安はある。 
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→(健康福祉局長)アプリで購入を希望される方向けに、各区でスマホの使い方を講習できるような窓

口を設けたいと考えている。 

○(市長)有効期間の考え方については、分かりやすく資料に記載した方がよい。また、厚木市など既

に実施している自治体も同様の扱いか。 

→(健康福祉局長)厚木市は今までかなちゃん手形で対応していたが、かなちゃんパスに変更すること

で作業を進めている。 

→(高齢・障害者福祉課長)厚木市、愛川町、清川村も、始時期など神奈中と調整中である。６月末で

概ねかなちゃん手形の有効期限が切れることもあり、７月から購入者が増えるのではないか。 

〇(財政局長)かなちゃんパスについて、６月のアプリ導入に合わせるということは承知したが、その

場合、クーポン券はどのような扱いとなるのか。ご自身で登録できる方についてはどうなるのか。

何か条件はあるのか。 

→(健康福祉局長)クーポン券を写したものと合わせて、マイナンバーカードなどの身分証明書を付す

ことが条件となる。 

→(健康福祉総務課長)本人確認を行って登録する必要がある。また、それに合わせて、本市が送付し

たクーポン券の写しをもらうのか、若しくはパスコードで管理するのかについては、神奈中と調整

していく。 

〇(財政部長)４月から利用できるのか。市がクーポン券を送付し、それを読めば登録できるという認

識でよろしいか。 

→(高齢・障害者福祉課長)神奈中の側としてもシステム改修が必要であり、４月は難しいというリア

クションだった。 

→(健康福祉総務課長)また、神奈中側としては、サービスセンターにお客さんが集中する時期は避け

たいとの意向があり、アプリの運用時期以降にして欲しいということであった。 

→(財政部長)クーポン券を作成しても、アプリが構築されない限りは購入できないという認識でよろ

しいか。 

→(健康福祉局長)窓口とアプリとで購入時期がずれてしまう可能性が高い。 

→(財政局長)アプリ開始の時期と一緒にするのか、それともずれるのかどちらが正しいのか。アプリ

を開始するタイミングに合わせてクーポン券が手元に届き、どちらで購入するかは、個々の方の判

断とするのか。 

→(健康福祉局長)オペレーションを複雑にしたくないと考えており、アプリの購入時期と窓口の購入

時期を同時期にしたい。 

→(財政局長)そうすると来年度の当初予算で良いのではないか。重点支援地方交付金を活用する事業

であるため、意識的に早期に着手すべきである。来年度の当初予算とし、７月からの対応で良いの

か。例えば、同じ重点支援地方交付金事業にスマートフォン決済のポイント還元があるが、そちら

の事業は他自治体と期間を重ならないことなど検討する必要がある。今回のかなちゃんパスの助

成については、市独自の施策であり、どのように考えているのかを伺いたい。 

→(健康福祉局長)神奈中の意向を踏まえ、アプリが開始される６月の申込開始が最短と考えている。 

→(財政局長)３月に補正予算を計上し、事業の開始が７月ということか。 

→(健康福祉総務課長)そのとおりである。 

→(健康福祉局長)予算措置後、印刷業者の選定など、早期に準備を進めたいということである。 

→(都市建設局長)予算の執行としては、年度早々の想定しており、実際の開始時期が７月という話で

ある。 

→(石井副市長)改めて整理するが、予算措置は３月ということでよろしいか。 

→(都市建設局長)クーポン券の郵送準備などは早々に想定されるのではないか。 

→(石井副市長)財政局としてそれはよろしいか。 

→(財政局長)はっきりしていただければ良い。 

〇(市長)購入のタイミングはアプリの開始に合わせるということであるが、いつから購入できるのか。 

→(健康福祉局長)アプリが６月頃の開始を予定しているため、そのタイミングで購入できるようにし

たい。 

→(地域包括ケア推進部長)かなちゃんパスの利用は、購入から２週間ほどかかる見込みであり、６月
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中旬以降を想定している。 

→(市長)資料上、分かりやすくしていただきたい。 

〇(奈良副市長)かなちゃんパスは、令和９年３月まで購入可能か。 

→(健康福祉局長)購入できると思われる。 

→(石井副市長)予算執行の関係で終期を決めておく必要があるのではないか。この場での議論ではな

く、事務的な部分は別途調整いただきたい。 

→(健康福祉局長)財政部門と調整する。 

〇(奈良副市長)いずれの事業もモデル事業であり、本格実施が決まったものではないことから、モデ

ル事業であるということも強くＰＲしていていただきたい。市民からすると、フルパッケージにな

るものと思っていたものが、検証した結果、効果がない事業は廃止や見直しとなる可能性がある中

で、今回の提案は、あくまでも令和８年度のモデル事業であることは強く示し、誤解を招かないよ

うに配慮いただきたい。 

〇(緑区長)多くの方に中山間地域の交通対策にご尽力いただき感謝している。いくつか地域の声をご

報告したい。まず、ＰＴＡの方から中学生の料金について、一般的に中学生は大人料金ということ

は社会的にはそのとおりと承知しているが、小学生との料金差が大きく、何とかして欲しいという

ご意見を伺っている。また、観光対策を用意するのは良い話ではあるものの、市外の方ではなく、

地域住民のために積極的な対策を講じて欲しいという意見も伺っている。そのような地域住民の

方もいらっしゃる。観光については、例えば週末に藤野へ行くと、多くの人が散策している。登山

シーズンである春、秋以外にも夏以外は多くの観光客がいらっしゃっていることなど踏まえ、実証

運行の間に様々検討を重ねていただきたい。私も地域からご意見を伺うたびに、実証運行の間にご

意見を出してくださいとお伝えしている。ぜひよろしくお願いしたい。 

〇(市長公室長)かなちゃんパスの助成の実施時期について、２月の記者会見で公表する予定であるが、

開始時期が７月なることについて質問が出るものと想定している。事務的にどのようなことが想

定されるのかなど、事前に調整させていただく。 

〇(石井副市長)私は、コミュニティバスという名称にはずっと拘っており、ラッピングを行う際には、

ぜひ相模原市コミュニティバスの〇〇号という名称を入れていただき、積極的にアピールしてい

ただきたい。実際、座間市や大和市でも同様の対応を行っている。愛称も含めて分かりやすいもの

を作って欲しい。コミュニティバスという名称をぜひこの機会でスタートしていただきたい。 

〇(市長)もし名前を変えるのであれば全戸配布の時にすべきである。また、プッシュ型で帯状疱疹と

合わせて情報発信をする時に分かり易く周知いただきたい。 

→(石井副市長)高齢者施策というパッケージでＰＲする。 

〇(市長)今回の提案について、都市建設局、教育委員会、健康福祉局、市長公室で横串を刺して議論

していただき感謝している。この横串というのは、行政の課題であるため、今回の移動支援パッケ

ージで横串を刺して議論できたのは大変良かった。市民の皆さんに伝わるように、情報発信をお願

いしたい。それぞれの事業も至急詳細な設計を詰めなければならない部分があるが、ぜひご尽力い

ただきたい。各局の皆さんが協力し合ったことに感謝申し上げる。 

 

 

(２)結 果 

○原案を一部修正し、承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


